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イベント主催者様へのお願い 
 
Ｇメッセ群馬では、新型コロナウイルス感染症対策のため、イベント主催者様へ下記事項への

ご協力をお願いしております。ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。 

 

１．イベント参加者に対し、マスク着用について周知をお願いいたします。 

  

２．エントランス等施設内に手指消毒液を設置しております。 

イベント参加者に対し、入館時の手指消毒の実施について、周知をお願いいたします。 

 

３．政府の通知及び県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」による、イベントの開催制限（上限

人数及び収容率）に準じた利用としてください。（詳細は、Gメッセ群馬の利用ガイドラインの別表１

～４をご確認ください。） 

 

３．イベント実施にあたっては、３つの密（密閉、密集、密接）を発生しない環境としてください。 

   ・席配置を工夫する 

   ・密集せず、間近での会話、大声の会話などを控える  

・参加者が接近しづらい動線を設定する  

・スタッフによる誘導・整理を行う 

・必要に応じて入場制限を行う 

・時間差による入退場を行う 等 

 

４．参加者に対して、大声での声援・歓声を控えるよう周知し、大声を出す者がいた場合は、個別に注意

する体制としてください。 

 

５．一定時間（概ね１時間程度）が経過したら、休憩を入れ、会場内の換気を行ってください。 

 

６．ご来場前に自宅にて検温と健康チェックを行い、次の項目に該当する方は来場を自粛するようイベン

ト参加者へ周知をお願いします。 

①発熱の症状のある方（37.5度以上） 

②咳、全身倦怠感等の感冒様症状や結膜炎、嗅覚症状、味覚障害のある方 

（咳やくしゃみを伴う喘息などの既往歴のある方は除く） 

 

※催事の規模・性質等に応じて、大型サーモグラフィーや非接触式体温計による検温を実施してください。（エン

トランスには常時、サーモグラフィーを設置し来場者へ体温チェックをお願いしています。主催者へ貸出用非接

触式体温計の用意もありますので、詳しくは施設にご相談ください。） 

 

７．高齢者や基礎疾患をお持ちの方については、十分注意の上、来場いただくようイベント参加者へ周知

をお願いします。 

 

８．自宅での検温及び健康チェックの実施について、イベント参加者に周知し、感染が発生した場合には、

参加者全員への連絡がとれる体制としてください。 

例）健康状態申告書の提出 又は 参加者リストの作成による連絡先の把握  
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９．感染者が発生した場合、保健所による感染経路確認に協力をお願いします。 

 

10．来場者に対し、厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）のインストールや群馬県の LINE「新型コ

ロナ対策パーソナルサポート」の利用を促してください。 

 

11. 来場者及び主催者スタッフに対し、移動中や移動先でも感染防止のための行動をとるよう呼びかけを

お願いします。 

 

12．食事を提供する場合には、大皿での取り分けは避け、パッケージされた食事を個別に提供するなどの

工夫をしてください。また、極力会話を控える、２ｍ以上の間隔を空け、お互いに向かい合わないよう

食べるなどの配慮をお願いします。主催者スタッフの昼食時などについても、同様とします。 

 

13．利用階以外への立ち入りはご遠慮ください。なお、会議・イベント等の参加者以外は入館をご遠

慮いただいております。 

 

14．体調不良者に対して、入場を断った場合の払い戻し等に関する措置をあらかじめ規定してください 

 

15．そのほか、各業界団体等が作成しているガイドライン等を踏まえ、適切な感染防止対策を徹底してく

ださい。 

 

16．令和２年７月８日付「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡」に基づき、「全国

的な移動を伴うイベント」又は「イベント参加者が 1000人を超えるようなイベント」の開催を予定す

る場合には、イベント等の概要や感染防止対策について、群馬県に事前相談が必要です。事前相談は、

イベント開催の３週間前までに、Ｇメッセを通し、群馬県に対して感染防止対策チェックリスト及び必

要書類の提出が必要になります。チェックリストの作成等について、詳細はＧメッセにご相談ください。 

【参考：群馬県ホームページ】https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00071.html 

 

 

◎主催者の判断で利用をキャンセルされる場合は、お支払い済の利用料金は原則として返金できません。 

ただし、群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請等により、催事の開催制限や

外出自粛等が要請された場合において、利用をキャンセルする時はお支払い済の利用料金を返金します。 

最新の情報や詳細については、施設にご相談ください。 
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【施設の利用上限について】 

イベントの開催制限（上限人数及び収容率）は、国の基本的対処方針等を踏まえ、利用ガイド

ラインの別表１～４のとおりとします。業種別ガイドラインの見直しを行い、必要な感染防止策

が担保され、感染防止上の取組が公表されている場合は、別表 2～４のとおり、開催制限を緩和

します。（10/10～） 

 

○今後、警戒度の状況の変化により、予約された施設のご利用ができない場合や本ガイドライン

の内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。 
 

○Ｇメッセ群馬を安心してご利用いただくため、主催者様に対しコロナウイルス対策のため、各

種サポートを行いますので、詳しくはご相談ください。 

 

 

 

 

（※注）警戒度の設定について 

•群馬県独自の警戒度として、県内外の感染拡大の状態を警戒度として４段階に設定します。 

•客観的な指標と総合的な判断により、２週間単位で警戒度を移行します。 

•最新の警戒度は、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/）でご確認いただけます。 

 

■群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請について、最新の情報は群馬県ホー

ムページ（https://www.pref.gunma.jp/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 「Ｇメッセ群馬の利用ガイドライン」に基づく、上記の新型コロナウイルス感染拡大防止の対

策を催事関係者に周知徹底し、実施することを誓約します。 

  

  年  月  日   

 

             催事責任者                          


